
 

（参考）地域ファンドのスキーム 

 

（注）ファンドの存続期間（貸付期間）は10年以内

・中小機構が都道府県に資金を貸付け、都道府県が中小機構からの貸付金と合わせてファンドに資金を貸
付け、運用益により助成。

・助成内容は、全国画一的に制度を設計するのではなく、都道府県の特徴と強みを活かし、知恵と工夫を駆
使して、都道府県が地域における具体的な支援内容を決定。

・中小機構が都道府県に資金を貸付け、都道府県が中小機構からの貸付金と合わせてファンドに資金を貸
付け、運用益により助成。

・助成内容は、全国画一的に制度を設計するのではなく、都道府県の特徴と強みを活かし、知恵と工夫を駆
使して、都道府県が地域における具体的な支援内容を決定。

中小機構の融資機能を活用して都道府県等とファンドを組成
新たな事業の「種」の発掘を支援
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スタート・アップ応援型ファンドのスキーム
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【運営管理者】

都道府県等が拠出

する財団法人等

地域の多様な主体の参加
都道府県による創意と工夫

による制度設計

ファンド総額の８割を上限に負担
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分配

出資
投資先選定出資

民間パートナー
<地域金融機関 事業会社等>
(有限責任組合員)

○○○○ファンド
（投資事業有限責任組合）

民間投資会社

(無限責任組合員)

中小企業

中小機構
(有限責任組合員)

分配
分配
管理報酬
成功報酬

出資

利益分配、投資有価証券売却収入

投 資
・株式取得
・社債引受 等

経営支援
(ハンズオン支援)

・株式上場・株式上場
・株式譲渡・株式譲渡
（Ｍ＆Ａ等）（Ｍ＆Ａ等）

チャレンジ企業応援型ファンドの事業スキーム

中小機構

地方公共団体
(有限責任組合員)

分配 出資

（注）ファンドの存続期間は12年以内

・中小機構と、地域金融機関、自治体等がファンド（投資事業有限責任組合）を組成し、その組合が、株式公開
などを指向する地域中小企業に対して投資を行う。

・組合では、いわゆるプロの目利き（無限責任組合員：いわゆるファンドマネージャー）が、資金供給に併せて
投資先企業への経営支援。また、中小機構も、専門家の派遣等により経営支援を実施。

・中小機構と、地域金融機関、自治体等がファンド（投資事業有限責任組合）を組成し、その組合が、株式公開
などを指向する地域中小企業に対して投資を行う。

・組合では、いわゆるプロの目利き（無限責任組合員：いわゆるファンドマネージャー）が、資金供給に併せて
投資先企業への経営支援。また、中小機構も、専門家の派遣等により経営支援を実施。

中小機構の出資機能を活用し組合形式のファンドを組成
成長資金の供給や経営支援を実施

（注）中小機構と地方自治体で合わせてファンド総
額の７割まで出資することが可能。

チャレンジ企業応援型
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